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ニセコ駅前温泉「綺羅乃湯」設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

ニセコ駅前温泉「綺羅乃湯」設置及び管理に関する条例(平成16年ニセコ町条例第23号)

の一部を次のように改正する。 

 

別表の1の表を次のように改める。 

使用の区分 使用の単位 使用料 摘要 

入館料 大人 1回券 600円 高校生以上の者 

12回券 6,000円 

小人 1回券 250円 小学生及び中学生 

12回券 2,500円 

別表ただし書き中「3歳未満の乳幼児」を「小学校就学前幼児」に改める。 

別表の2の表を次のように改める。 

貸室料 休憩室 1室当たり2時間1

単位 

1,100円 開室時間は午前10時から午後9時ま

でとする。 

30分増すごとに1室当たり275円加

算する。 

研修室1・2 1室当たり2時間1

単位 

3,300円 開室時間は午前10時から午後9時ま

でとする。 

30分増すごとに1室当たり825円加

算する。 

小浴場 1時間 1,200円 開室時間は午前10時から午後9時ま

でとする。 

30分増すごとに1室当たり600円加

算する。 

附 則 

この条例は、令和5年4月1日から施行する。 

 


